
【制定理由】  

南山学園の設置する高等学校・中学校における部活動指導に関するガイドラインに基づき、

聖園女学院高等・中学校における部活動指導の在り方を示すものであるとともに、部活動がよ

り効果的で、かつ持続可能な活動であるための総合的な指針として示す。 

 

【制定日】 

2026年 2月 1日 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

聖園女学院高等学校・中学校における部活動指導に関する
ガイドライン 

 

（ガイドラインの目的） 

１．このガイドラインは、南山学園の設置する高等学校・中学校における部活動指導に関するガ

イドラインに基づき、聖園女学院高等・中学校（以下「本校」という。）における部活動指導の

在り方を示すものであるとともに、部活動がより効果的で、かつ持続可能な活動であるための

総合的な指針として示すものである。 

② このガイドラインは、生徒、保護者および地域に公表するものとする。 

 

（部活動の意義） 

２．本校における部活動は、生徒が特性、興味、関心に応じて自主的・自発的に参加し、日常的

かつ継続的な指導によって、体力や技能の向上を図る活動である。加えて、異年齢との交流の

中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯

定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、生徒の自主的で多様な学びの場としての教育的意

義を有し、生徒一人ひとりの心身の成長を目標とする活動である。 

 

（部活動指導の在り方） 

３．本校における部活動指導は、南山学園が掲げる共通の教育モットー「人間の尊厳のために」

および本校の教育方針に基づいて、生徒の尊厳を尊重するものでなければならない。 

 

（適切な運営のための体制整備、活動の推進等） 

４．本校は、部活動指導が、本来の目的を十分に果たし、生徒にとって望ましいスポーツ・文化

芸術環境となるよう、スポーツ庁・文化庁が策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動

の在り方等に関する総合的なガイドライン」、文部科学省が策定した「運動部活動での指導のガ

イドライン」および所在する都道府県等が策定した方針（以下「方針」という。）を尊重するも

のとする。 

 ② 校長は、方針を参考に、適切な運営のための体制を整備するとともに、合理的でかつ効率

的・効果的な活動の推進、適切な休養日等の設定、生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸

術環境を整備するものとする。 



  

（部活動顧問とその役割） 

５．部活動に部活動顧問を置く。部活動顧問は、部活動の運営および効率的・効果的な指導を行

う。 

 

（外部指導者の活用） 

６．校長は、専門的な指導を求める生徒や保護者のニーズに応えつつ、部活動顧問の負担軽減を

実現するために、必要に応じて部活動顧問の下に外部指導者を置き、効果的に活用する。 

 

（部活動の運営） 

７．校長は、効率的・効果的な練習方法や集中力の持続を考慮した練習時間の工夫に努め、生徒

が自ら進んで運動や文化的な活動に親しむ資質や能力の育成を推進するために、活動方針（発

達の段階に応じた心身の成長を促すことに十分留意した部の指導方針や目標）を策定する。 

② 部活動顧問は、次の各号に定めた適切な活動計画および活動実績を作成し、校長に提出し

承認を受ける。 

(1) 指導内容・方法 

  (2) 練習・大会等参加日程（平日、土曜日、学校休業日） 

  (3) 事故発生時における対応 

 ③ 校長は、活動方針ならびに作成した活動計画および活動実績を生徒および保護者に十分に

説明し、活動への理解を得ることに努める。 

 

（適切な活動量） 

８．校長は、生徒や指導者の心身の疲労回復や負担軽減を図るために、部活動における休養日（活

動しない日を含む）ならびに適切な活動時間を次の各号のとおり設定する。 

(1) 学期中は、週当たり 2日（平日に 1日と週末のいずれか 1日）以上の休養日を設ける。

大会等への参加などにより週末に活動する場合は、翌週に代替休養日の確保に努める。 

(2) 活動時間は、平日は 2時間程度、土曜日の活動は、「休日校内活動届」による許可制と

し、3～4時間程度とする。休業日における大会への参加などにより活動時間が長くなる場

合は、生徒の体調や健康状態に十分留意する。 

(3) (1)に定める休養日の確保ができない場合は、一日の活動時間を短縮するなど、生徒の

体調や健康状態に十分留意する。 

(4) 活動中においても、生徒の体調や健康状態に十分留意し、水分や塩分が補給できる適切

な休息時間を確保する。夏季の熱中症対策は、その内容を周知徹底する。 

(5) 始業前の部活動については、補助的で最小限の活動とし、その目的を明確にして、地域

や学校、各部活動の実情に応じて適切な活動時間および内容とする。 

(6) 各学期中間考査・期末考査・学年末考査期間については、原則 1週間前から期間終了ま

で部活動を行わない。ただし、大会等への参加などにより活動を希望する場合は、別途校

長の承認を受ける。 

 

（適切な組織体制） 

９．校長は、ガイドラインを学校全体で共有するとともに、定期的に部活動顧問との会議を開催



する。また、部活動顧問に対する安全指導、助言および研修などを実施し、日常の指導時間、

校外での活動や大会の参加などによって、部活動顧問の負担が過度にならないよう適宜指導、

是正する。 

 

（適切な指導の実施） 

10．校長、部活動顧問および外部指導者は、学校部活動の実施に当たっては、生徒の心身の健康

管理、事故防止を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する。 

 

（安全な活動環境の整備） 

11．校長は、安全な活動環境を整備し、緊急時および気象の変化への対応などに備える。 

  また、次の各号について、適切な組織体制と安全な活動環境を整備する。 

(1) 部活動に相応しい安全な活動場所の確保ならびに施設設備の整備を行う。 

(2) AEDや熱中症対策等の緊急対応に必要な設備を設置・管理する。 

  (3) 屋外活動・校外活動時に対する気象の変化、雷雲接近ならびに地震発生時などの体制を

整備する。 

 

（緊急時の対応） 

12．部活動顧問は、校内外問わず、部活動において事故が発生した場合は、「学校保健の手引き」

に従い、生徒の安全を最優先し、応急処置や必要に応じて救急車などの緊急車両の要請などの

処置を講じるとともに、事故の事実関係を正しく把握し、教頭および保護者に報告する。 

 ② 報告を受けた教頭は、ただちに校長に報告するとともに、事故原因を分析し、安全管理と

指導のあり方を点検し、再発防止対策を早急に講じる。 

 

附  則 

このガイドラインは、2026年 2月 1日から施行する。 


